
 

介護予防通所介護相当サービス 

R2.4.1 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支

払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の１割（一定以上の所得のある方は

２割～３割の額です。なお、ご利用回数や、事業所の体制状況等によって円未満の端数に若干

の違いが生じることをご了承ください。また、介護保険給付の支給限度額を超えてサービス

を利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

（１）介護予防通所介護相当サービスの利用料 

【基本部分：介護予防通所介護等費用】 

利用者の 

要介護度 

介護予防通所介護等費用（１月につき） 

基本利用料 

※（注１）参照 

利用者負担金 

（自己負担１割の場合）参照 

事業対象者 

要支援１ 
１６,７９０円 １,６７９円 

要支援２ ３４，４１０円 ３,４４１円 

（注１）上記の基本利用料は、長野市が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、

これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用

料を書面でお知らせします。 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 

利用者負担金 

(自己負担１割

の場合) 

運動器機能向上 

加算 

利用者へ個別的な機能訓練等の運動器機能向上

サービスを行った場合（１月につき） 
２,２８１円  ２２８円  

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 

当該加算の体制・人材要件を満

たす場合（注１） 

（１月につき） 

事業対象者

要支援１ 
   ２４３円  ２４円  

要支援２ ４８６円  ４８円  

介護職員 

処遇改善加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合（注１） 

 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の５.９％ 
左記額の１割 

介護職員等特定 

処遇改善加算Ⅱ 

１月の利用料金 

(基本部分＋ 

各種加算減算)

の１.０％ 

（注１）当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 



 

（２）その他の費用 

食 費 食事の提供を受けた場合、１回につき650円の食費をいただきます。 

おむつ代 おむつの提供を受けた場合、実費をいただきます。 

その他 

・通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施区域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービス 

を利用される場合、ご相談のうえ片道 1００円をいただきます。 

・レクリェーション活動（機能訓練） 

契約者（利用者）の希望によりレクリェーション活動に参加していただ

くことができます。但し、必要に応じて材料代等の実費をいただきま

す。 

・複写物の交付 

契約者（利用者）は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧で 

きますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

 １枚につき ２０円の実費とします。 

・日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等契約者（利用者）の日常生活に要する費用で契 

約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただき 

ます。 

 おむつ代実費（或いは後日、使用物品と同等の物品の返納も可能で

す。） 

・その他、契約者（利用者）に負担させることが適当と認められる費用実費 

 



通所介護 

R2.4.1 

  

<サービス利用料金（１回あたり）> 

 下記の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額

を除いた金額（自己負担額）をお支払い頂きます。 

 

契約者（利用者）利用時間 区分    ６時間～７時間 

   

１ 契約者

（利用者）の

要介護度とサ

ービス料金 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費 ５７５単位 ６７９単位 ７８４単位 ８８８単位 ９９３単位 

入浴加算 ５０単位 

個別機能訓練加算Ⅰ ４６単位 

＊１ ６単位 

＊２ ４０単位 ４６単位 ５２単位 ５８単位 ６４単位 

＊３ ７単位 ８単位 ９単位 １０単位 １１単位 

地域区分 上記金額に地域区分１０．１４が算定されます。 

合 計 ７，３４１円 ８，４６６円 ９，６０２円 １０，７２８円 １１，８６３円 

２ うち、介護保険から給付される額 ６，６０６円 ７，６１９円 ８，６４１円 ９，６５５円 １０，６７６円 

３  サービス利用に係る自己負担額

（１－２） 
７３５円 ８４７円 ９６１円 １,０７３円 １，１８７円 

＊１：サービス提供体制強化加算Ⅱ    ＊２：介護職員処遇改善加算Ⅰ ５.９％  

＊３：介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ １.０％  

※実際の金額は月の合計単位に基づいて計算されるため金額が変わる事があります。 

 

契約者（利用者）利用時間 区分    ７時間～８時間 

 

１ 契約者

（利用者）の

要介護度とサ

ービス料金 

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費 ６４８単位 ７６５単位 ８８７単位 １，００８単位 １,１３０単位 

入浴加算 ５０単位 

個別機能訓練加算Ⅰ ４６単位 

＊１ ６単位 

＊２ ４４単位 ５１単位 ５８単位 ６５単位 ７２単位 

＊３ ８単位 ９単位 １０単位 １１単位 １２単位 

地域区分 上記金額に地域区分１０．１４が算定されます。 

合 計 ８，１３２円 ９，３９９円 １０，７１７円 １２，０２６円 １３，３４４円 

２ うち、介護保険から給付される額 ７，３１８円 ８，４５９円 ９，６４５円 １０，８２３円 １２，００９円 

３  サービス利用に係る自己負担額

（１－２） 
８１４円 ９４０円 １，０７２円 １，２０３円 １，３３５円 

＊１：サービス提供体制強化加算Ⅱ   ＊２：介護職員処遇改善加算Ⅰ ５.９％ 

＊３：介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ １.０％ 

※実際の金額は月の合計単位に基づいて計算されるため金額が変わる事があります。 

 



☆ 契約者（利用者）がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を 

いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護

保険から払い戻されます。（償還払い） 

また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる

場合、契約者が保険給付金の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供

証明書」を交付します。 

☆ 契約者（利用者）に提供する食事に係る費用は別途いただきます。 

（下記（２）①参照） 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の負担額を

変更します。 

 

 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス 

※ 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金> 

① 食事に係る費用 

 当事業所では、併設施設の栄養士の立てる献立表により、栄養並びに契約者（利用者 

の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

    料金１回あたり ６５０円 

 

②  通常の事業実施区域外への送迎 

    通常の事業実施区域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される

場合、ご相談のうえ片道１００円をいただきます。 

      

  ③ レクリェーション活動（機能訓練） 

    契約者（利用者）の希望によりレクリェーション活動に参加していただくことができ

ます。 

    但し、必要に応じて材料代等の実費をいただきます。 

 

  ④ 複写物の交付 

    契約者（利用者）は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写

物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

    １枚につき ２０円の実費とします。 

 

  ⑤ 日常生活上必要となる諸費用実費 

    日常生活品の購入代金等契約者（利用者）の日常生活に要する費用で契約者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

     おむつ代  実費（或いは後日、使用物品と同等の物品の返納も可能です。） 

     その他、契約者（利用者）に負担させることが適当と認められる費用実費 

    ☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合事業所内に変更の内容を表示し、必要に応じてご説明

します。 

 


